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審議会等の公募委員候補者・市政モニター 登録のお願い審議会等の公募委員候補者・市政モニター 登録のお願い

市では、“パートナーシップによるまちづくり”をさらに推進していくため、これまで市政に参加する機会の少
なかった市民の皆さんからも広くご意見をお聴きしたいと考えています。ぜひ、「審議会等の公募委員候補者名簿」
および「市政モニター」の登録に同意してくださるようお願いします。

【審議会等の公募委員候補者】 問／政策企画課　☎463-3089

～審議会等の公募委員候補者とは～
　市が主催する審議会等の委員として会議にご出席していただく候補者を名簿に登録するものです。
　委員の改選時に登録名簿から候補者を選び、本人の同意を経て委員をお願いします。

●平成24年10月にスタートした制度で、２年ごとに新規で候補者を募集しています。
●平成26年からの２年間の登録者は58人、委員に委嘱された方は25人です。
●今回の登録期間は４月１日㈮から平成30年３月31日㈯までの２年間です。
●審議会の一例……男女平等推進審議会、障害者自立支援協議会など
●開催回数、時間帯、報酬等は審議会によって異なりますので、依頼する際に、各審議会等の担当課からご案内します。

【市政モニター】 問／市政情報課　☎463-3163

～市政モニターとは～
　年に数回、市からのアンケートに回答していただくものです。

●平成26年４月からスタートした制度で、２年ごとに新規でモニターを募集しています。
●平成26年からの２年間の登録者は91人です。
●今回の登録期間は４月１日㈮から平成30年３月31日㈯までの２年間です。
●アンケートは年に数回程度です（郵送、Ｅメールどちらか選択）。
●アンケートの内容は、福祉や環境に関することなど、市政全般について満足度や重要度などを伺うものです。
●モニターに対する報酬等はありません。

■ 募集および選任の流れ■ 募集および選任の流れ
※１～３は【審議会等の公募委員】【市政モニター】共通の流れです。

１　案内送付
市内に住所を有する満 18歳以上の方から、地域、年齢、性別等のバランスを考慮し、それぞれ 2,000 人を無作為に抽出し、
該当の方にご案内を送付します。（市議会議員、市職員は除く）

２　同意いただく場合
同封の「承諾書」に必要事項を記入し、市に郵送して
ください。

３　名簿に登録（登録期間は２年間）

４　就任依頼案内
市の担当部署から委員就任のお願いを通知します。

５　承諾の場合
審議会等の公募委員と
して会議に参加してい
ただきます。

５　不承諾の場合
就任を見送ります。

５　アンケート調査依頼
郵送またはメールで、モニターにアンケートの回答を
依頼します。（年数回程度）

６　アンケートの集計
回答回収後、担当課は２週間程度で回答をまとめ、そ
の後に公表します。

２　同意いただけない場合
返信は不要です。

４　モニター委嘱通知
市からモニターへ委嘱のお願いを通知します。

【市政モニター】

【審議会等の公募委員】


